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○東大阪市中小企業振興条例 

平成25年３月31日東大阪市条例第４号 

東大阪市中小企業振興条例 

緑豊かな生駒山のふもとに位置する本市のモノづくりの起源は古く、すでに弥生時代には、

銅鐸や銅剣などの青銅器鋳物が盛んに造られていました。その歴史と経験に培われた情熱と技

術は、大和川の付替えや新田開発などを経て、河内木綿産業や今に続く伸線産業などの地場産

業を発展させ、およそ2,000年後の現代に受け継がれました。やがて本市には、多くの製造業

が集積することとなり、それが商業、農業、建設業、運輸業その他の産業の活性化にも大きな

影響を与えてきました。そして、本市は、我が国の経済の発展をも支える多種多様な小規模企

業者が集積する、活力ある「中小企業のまち」・「モノづくりのまち」として、全国的にも確

固たる地位を築きあげてきました。 

このように、小規模企業者を中心とする本市の中小企業は、地域経済を支える本市の重要な

存立基盤であるとともに、熟練の技術を引き継ぎ、産業を活性化させ、市民の雇用やまちのに

ぎわいを創出する源です。 

本市が「夢と活力あふれる元気都市」として発展し続けるためには、中小企業者、大企業者、

市民、関係団体そして市が、中小企業の果たす役割の重要性を理解し、協働して、本市の中小

企業の振興に総合的に取り組むことが必要不可欠です。 

ここに、中小企業の振興を市政の重要な柱として位置付けるとともに、本市の中小企業の振

興に関する基本理念及び施策等を定め、もって地域経済を活性化し、豊かで住みよいまちの実

現に寄与するため、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、小規模企業者を中心とした本市における中小企業の果たす役割の重要性

に鑑み、中小企業の振興に関する基本理念及び施策等を定め、中小企業者、大企業者、市民、

関係団体及び市の責務等を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的

に推進し、もって地域経済を活性化し、豊かで住みよいまちの実現に寄与することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第

２条第１項各号に掲げるもので、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

２ この条例において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模

企業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。 

３ この条例において「大企業者」とは、中小企業者以外の事業者で、市内に事務所又は事業

所を有するものをいう。 

４ この条例において「関係団体」とは、経済団体、金融機関、大学等、特定非営利活動法人

その他の中小企業の振興に関係する団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 中小企業の振興は、中小企業者自らの創意工夫及び自主的な努力のもとに推進されな

ければならない。 

２ 中小企業の振興は、中小企業者、大企業者、市民、関係団体及び市が、中小企業の果たす

役割の重要性を理解し、協働して推進されなければならない。 

３ 中小企業の振興は、大都市圏に立地する産業集積の拠点という本市の地域特性を生かした
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施策により推進されなければならない。 

４ 中小企業の振興は、国、大阪府その他の公共団体（以下「国等」という。）との連携を図

りながら、推進されなければならない。 

（中小企業者の努力） 

第４条 中小企業者は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、自

主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成、従業員の福利厚生の充実等を図ると

ともに、第９条に定める施策（以下「施策」という。）を積極的に活用し、その推進に協力

するよう努めるものとする。 

２ 中小企業者は、地域社会の一員として、豊かで住みよいまちの実現に配慮するとともに、

地域社会に貢献するよう努めるものとする。 

（大企業者の役割） 

第５条 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済の活性化に重要な役割

を果たすことを理解し、施策の推進及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものと

する。 

２ 大企業者は、地域社会の一員として、中小企業者との共存共栄のもとに、社会的責任を自

覚し、地域社会に貢献するよう努めるものとする。 

（市民の理解及び協力） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済を活性化し、豊かで住みよ

いまちの実現に寄与することを理解し、施策の推進及び中小企業の健全な発展に協力するよ

う努めるものとする。 

（関係団体の理解及び協力） 

第７条 関係団体は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済の活性化に重要な役割

を果たすことを理解し、施策の推進及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものと

する。 

（市の責務） 

第８条 市は、基本理念にのっとり、中小企業の振興に関し、必要な調査を行い、施策を実施

するものとする。 

２ 市は、中小企業の振興に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

３ 市は、中小企業の振興に関し、国等との連携並びに中小企業者、大企業者、市民及び関係

団体の協働の推進に努めるものとする。 

４ 市は、市が発注する工事の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達に当たっては、

予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中

小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。 

（中小企業の振興に関する施策） 

第９条 第１条に定める目的を達成するために、本市が総合的に推進すべき中小企業の振興に

関する施策は、次のとおりとする。 

(１) 中小企業者の産業集積を活性化し、ネットワークを強化するための施策 

(２) 中小企業者の操業環境を確保し、市民の住環境との調和を推進するための施策 

(３) 中小企業者の販路を拡大するための施策 

(４) 中小企業者の経営資源を強化するための施策 

(５) 中小企業者の人材を育成し、事業承継を円滑化するための施策 
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(６) 中小企業者の資金調達を円滑化するための施策 

(７) 中小企業者の創造的な事業活動を促進するための施策 

(８) 中小企業者のグローバル化を支援するための施策 

(９) 中小企業者の労働環境を整備するための施策 

(10) 中小企業者の魅力等の情報を発信するための施策 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策 

（振興会議） 

第10条 本市に、東大阪市中小企業振興会議（以下「振興会議」という。）を置く。 

２ 振興会議は、この条例の改廃に関する事項、施策の実施等に関する事項その他の中小企業

の振興に係る重要事項を審議する。 

３ 振興会議は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

（実施状況の公表等） 

第11条 市長は、毎年度、施策の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。 

２ 市長は、前項の実施状況について調査及び分析を行うものとする。 

（委任） 

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 



令和６年第１回商業部会資料

1

東 大 阪 市

都市魅力産業スポーツ部 商業課

令和６年１０月８日

資料３
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1 東大阪市商業活性化方針について

商業活性化方針の３つの方針

Ⅰ商業集積地支援の継続
・商店街を中心とした商業集積地は、買い物空間だけでなく“地域生活の拠点”、“地域コミュニティの
担い手”としても地域のまちづくりに重要な地域であるといえます。市民が買い物しやすく、かつ、訪
れたくなるようなにぎわいのあるまちを形成するため、商業集積地の魅力づくりに取り組むととも
に安心安全な商店街づくりを応援する。

（関連事業）・にぎわいづくり事業・地域力強化事業・共同施設設置事業・空き店舗活用促進事業・商
業振興コーディネート事業

Ⅱ個店支援の拡充
・経済情勢における変化、消費の多様化などにより、ますます個店としての販売力が市の経済発展に
とっても重要であるため、デジタル化への支援等課題解決となる事業を検討する。

（関連事業）・空き店舗活用促進事業・商業振興コーディネート事業・インターネットショップ開業塾

Ⅲ新しい業態との連携
・各専門的な知識や技術や革新的なアイデアをもった企業と自治体、または商店街が連携し、新しい
技術やアイデアによる課題解決の方法について検討する。

（関連事業） ・商業振興コーディネート事業・キャッシュレス決済ポイント還元事業等
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１－１東大阪市商業活性化方針について（活性化方針の体系図）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ
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２ 東大阪市の商業支援（商業課の支援事業一覧）

商業課事業評価（令和３年度～令和６年度途中）

Ｎ
Ｏ.

事業内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度（４月～

９月）

目標 実績
当初予算
額
（千円）

決算額
（千円）

達成度
（評価）

目標 実績
当初予算
額
（千円）

決算額
（千円）

達成度
（評価）

目標 実績
当初予算
額
（千円）

決算額
（千円）

達成度
（評価）

目標
当初予算額
（千円）

1
【地域密着型支援事業】
にぎわいづくり事業

２２団体 単組：１団体
連合：２団体 5,000 956 Ｄ ２２団体 単組：４団体

連合：２団体 5,000 1,394 Ｄ ２２団体
単組：1０団体
連合：５団体 5,000 3,472 Ｃ ２２団体 5,000 

2
【地域密着型支援事業】
地域力強化事業

３団体
２団体
・新和デパート
・布施商店街

6,000 5,092 Ｃ ３団体 １団体
・布施商店街

6,000 1,853 Ｄ １団体 １団体
布施商店街

3,000 1,947 Ａ ２団体 4,000 

3 空き店舗活用促進事業 ３件 ４件 3,250 3,100 Ａ ３件 ４件 3,150 3,100 Ａ １０件 ６件 8,350 4,414 Ｃ １０件 8,350

4
商業振興コーディネート事
業

受講者の事業全
体の効果があっ
た回答割合
（７０％以上）

62.5０
％

4,000 3,740 Ｂ
受講者の事業全
体の効果があっ
た回答割合
（７０％以上）

5８.００
％

4,000 3,998 Ｂ
受講者の事業全体
の効果があった回

答割合
（７０％以上）

4７.2０％ 4,000 3,998 Ｃ

受講者の事
業全体の効
果があった
回答割合
（７０％以
上）

4,000

5
【中小企業振興補助金】
共同施設設置事業

予算執行率
1００％

52.3０
％

18,180 9,512 Ｃ
予算執行率
1００％

61.2０
％

15,800 9,672 Ｃ
予算執行率
1００％

63.3０％ 9,300 5,888 Ｃ
予算執
行率
1００％

7,900

6
インターネットショップ開
業塾業務

受講者総合満足度

９０％以上
８７.００
％

2,000 2,000 Ａ
受講者総合満足度

９０％以上
９5.6０
％

2,000 2,000 Ａ
受講者総合満足度

９０％以上 ９5.6０％ 2,000 2,000 Ａ

受講者総合満
足度

９０％以
上

2,000

計 38,430 24,400 計 35,950 22,017 計 31,650 21,719 計 31,250

７
(新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時交付金活用（国交付金））
キャッシュレス決済ポイント還元事業

ポイント還元額目標
1,5００,０００,０００円
（執行率1００％）

1,421,64８,532円
（執行率９5％） 1,600,000 1,512,676 Ｂ

※「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満
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２－１ 東大阪市の商業支援（商業課のコロナ対策事業一覧）

新型コロナウイルス感染症対策関連事業補助事業（令和２～３年度）

ＮＯ. 事業内容

令和２・３年度

目標 実績
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

達成度
（評価）

8
新型コロナウイルス感染症対策事業補助事業
（チームひがしおおさか商品券事業）（Ｒ２）

予算執行率100％ 74.00% 3,589,915 2,657,001 Ｃ

９
東大阪市商店街新型コロナウイルス感染症対策事業
（Ｒ２・Ｒ３）

予算執行率100％ 46.90% 50,000 23,493 Ｄ

10 東大阪市外食デリバリー活用支援事業（Ｒ２） 予算執行率100％ 21.40% 120,000 25,723 Ｄ

11 キッチンカー等事業者支援事業（Ｒ３） 予算執行率100％ 45.40% 5,000 2,273 Ｄ

1２ 買い物代行サービス活用支援事業（Ｒ３） 予算執行率100％ 7.80% 8,000 626 Ｄ

計 3,772,915 2,709,116

※「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満

（コロナ対策事業全体の評価）
全額国費であり国も積極的な財政出動を実施したこともあって、結果として事業費の消化率が悪い部
分もあるが、本市としてタイムリーに複数の事業展開を行うことで市内商業者への支援ができた。
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３ 商業課の事業評価と課題（にぎわいづくり事業）

NO. 事業内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度（４月～９

月）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※）

目標
当初予
算額
（千円）

1
【地域密着型支援事業】
にぎわいづくり事業

２２団体

 組：
１ 体
連合：
２ 体

5,000 956 Ｄ ２２団体

 組：
４ 体
連合：
２ 体

5,000 1,394 Ｄ ２２団体

 組：
１０ 
体

連合：
５ 体

5,000 3,472 Ｃ ２２団体 5,000 

１ 地域密着型支援事業 （にぎわいづくり事業）

事業概要
市内商店街等における小売商業者で組織する団体が盆踊り・夜市などイベント事業を行う
場合などにその費用の一部を補助するもの。

補助額 上限１０万円（連合団体は５０万円）

補助率 対象経費の７０％

方針の位置づけ Ⅰ商業集積地支援の継続

事業全体のねらい・評価

本市が商業団体を支援することで、商業団体が積極的にイベントを実施しやすくなる。商業
団体が地元の商業地域でイベントを実施することで、商店街や地域の個店の認知度が向上、
顧客流入が増加することで、地域商店の売り上げ向上が期待できる。また、イベントを通じて、
商業団体内の店舗間の協力関係強化も期待できる。さらに、地域コミュニティとのつながり
の強化や地域自体のブランド力の向上によって、市域の魅力向上にもつながっていく。

事業の課題
事業目標件数未達成。コロナが明けて、一部商業団体からイベント実施回数を増やしたいこ
と、物価高騰・人件費高騰等の理由から補助額の増額希望あり。一方で、イベント時に活用で
きる人員に課題を抱える団体も多い。

中小企業振興 例第９ 該 項目

1 3 7 10

※ 「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満
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２ 地域密着型支援事業（地域力強化事業）

事業概要
商業集積地（団体）が、集客及び生活支援の拠点を強化することを目的に商品券を発行す
る事業に対して、必要な経費及びプレミア分に対する補助を行うもの。

補助額 １集積地（団体）につき年度内１回限りで３００万円以内

補助率
・発行にかかる事務経費の１/２以内、ただし、プレミアム経費について
はプレミアム経費の１/２、または、発行総額の５％かいずれか低い
方（補助以外の部分は集積地（団体）の負担）

方針の位置づけ Ⅰ商業集積地支援の継続

事業全体のねらい・評価

本市が事業を実施する商業団体を支援することで、団体が商品券事業を実施しやすくな
る。商品券事業が実施されれば、商業団体における集客の増加と売上の増加、商店街への
注目度の向上、商店街に存在する個店のＰＲが期待できる。それによって地域経済の活性
化、商店街での回遊性向上、商店街のイメージアップにつながっていく。

事業の課題
申請する商業団体においても一定の負担が伴うため、活用できる団体が限定されている。
また、紙ベースの商品券事業となっているので、今後デジタル化への対応も検討が必要。

３－１ 商業課の事業評価と課題（地域力強化事業）

N
O. 事業内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度（４月～９

月）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※）

目標
当初予
算額
（千円）

2 【地域密 型支援事業】地域力強化事業 ３団体

２団体
・新和デ
パート
・布施商
店街

6,000 5,092 Ｃ ３団体
１団体
・布施商
店街

6,000 1,853 Ｄ １団体
１団体
・布施商
店街

3,000 1,947 Ａ ２団体 4,000 

中小企業振興 例第９ 該 項目

1 3 4 10

※ 「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満
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３ー２ 商業課の事業評価と課題（空き店舗活用促進事業）

３ 空き店舗活用促進事業

事業概要

商店街に魅力ある店舗を開設し、商店街全体への来客増加、活力と賑わい回復を促進す
るために、本市商店街区域内の空き店舗において、新規で店舗を開設する事業者に改装
費の費用の一部を補助するもの。
（対象者） ①新規創業者②既に開業し、一定の条件を備えた起業者

補助額 上限８０万円

補助率 補助率 ５０％

方針の位置づけ Ⅰ商業集積地支援の継続 Ⅱ個店支援の拡充

事業全体のねらい・評価
本市が空き店舗の補助を行うことで、商店街に新たな店舗が開業が促進される。事業実
施によって、実際の開業者数の増加が見込まれ、結果として商店街や地域経済の活性、魅
力向上につながり、ひいては市域のにぎわいの創出につながっている。

事業の課題
市域の商業集積地には空き店舗がまだあることから、空き店舗の解消のための検討、制
度をより活用できるものに検討する必要がある。

N
O. 事業内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度（４月～９

月）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※
２）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※
２）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（※
２）

目標
当初予
算額
（千円）

3 空き店舗活用促進事業 ３件 ４件 3,250 3,100 A ３件 ４件 3,150 3,100 A １０件 ６件 8,350 4,414 C １０件 8,350

中小企業振興 例第９ 該 項目
1 4 7

※ 「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満
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４ 中小企業振興補助金（共同施設設置事業補助金）

事業概要
市内小売商業団体が街路灯、アーケード、放送設備、防犯カメラ、コミュニティ関連施設
等の共同施設を設置または改修した場合に一定割合の補助金を交付することで、市内小
売商業集積地の振興を図るもの。

補助額 上限5００万円

補助率 ・街路灯・防犯カメラ４０％、アーケード・アーチ等２０％ 他

方針の位置づけ Ⅰ商業集積地支援の継続

事業全体のねらい・評価

市内小売商業団体において管理している、アーケードや街路灯、防犯カメラなどについ
ては商業者や地域住民もその恩恵を受けており、そのような施設の整備に補助金を交付
することにより、安全安心な買い物環境、心地いい空間の整備等、小売商業団体の振興を
図ることができる。最終的には商業集積地の魅力向上、市の魅力向上につながる。

事業の課題
商業団体における組織力の低下や物価の高騰等によって、アーケード、街路灯や防犯カ
メラ等の維持管理費の負担が大きくなり、補助率の増率を希望する団体がある。

３ー３ 商業課の事業評価と課題（共同施設設置事業補助金）

中小企業振興 例第９ 該 項目

1 2 4 9

N
O. 事業内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度（４月～９

月）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（
※）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（
※）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千 ）

達成
度
（
※）

目標
当初予
算額
（千円）

5 【中小企業振興補助金】共同施設設置助成事業
予算執行率

100％ 52.3% 18,180 9,512 C
予算執行
率

100％
61.2% 15,800 9,672 C 予算執行率

100％ 63.3% 9,300 5,888 C 予算執行率
100％ 7,900

※ 「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満
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３ー４ 商業課の事業評価と課題（商業振興コーディネート事業）

５ 商業振興コーディネート事業

事業概要
東大阪市内の個店及び商店街がＳＮＳを活用し店舗の魅力を発信できるように支援する
ことで、売り上げの増加、新規顧客の獲得等、市内の商業活性化を図る。

方針の位置づけ
Ⅰ商業集積地支援の継続
Ⅱ個店支援の拡充 Ⅲ新しい業態との連携

事業全体のねらい・評価

現状の新しい分野におけるマーケティング部分を支援することは、個店にとっては非常
に有用と考える。また、支援店舗が継続してＳＮＳの発信を行うことで、長期的に見てフォ
ロワーの増加などにより店舗の魅力を向上させ、販路拡大、来店数の増加、売上アップに
つながると考えられる。その結果、市内商業の活性化、市のにぎわい創出につながる。

事業の課題
事業を受けた店舗が売上増加につながったかどうかというところまでの後追い調査が
難しい。事業効果としては、店舗の売上を増加させたい。

中小企業振興 例第９ 該 項目

1 3 4 7 10

N
O. 事業内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度（４月～９

月）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千円）

達成
度

（※）
目標 実績

当初予
算額
（千円）

決算額
（千円）

達成
度

（※）
目標 実績

当初予
算額
（千円）

決算額
（千円）

達成
度

（※）
目標

当初予
算額
（千円）

4 商業振興コーディネート事
業

受講者の事業
全体の効果が
あった回答割

合
（７０％以上）

62.5% 4,000 3,740 B

受講者の事
業全体の効
果があった回
答割合

（７０％以上）

58.0% 4,000 3,998 B

受講者の事業
全体の効果が
あった回答割

合
（７０％以上）

47.2% 4,000 3,998 C

受講者の事業
全体の効果が
あった回答割

合
（７０％以上）

4,000

※ 「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満
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６ インターネットショップ開業塾業務

事業概要
新たにインターネット上で販路を開拓する方や新たに起業する方に対してセミナーを開
催し知識習得の支援を行い、インターネットショップの開業を促進するもの。

方針の位置づけ Ⅱ個店支援の拡充 Ⅲ新しい業態との連携

事業全体のねらい・評価
受講者が知識習得を行い、新たにインターネット上での販路開拓や魅力発信をすること
で新たなビジネスチャンスを創出することができ、店舗の売上の増加、新規顧客の獲得に
つながる。魅力的な個店が増えると、市内商業の活性化、市のにぎわい創出につながる。

事業の課題 受講者において、受講後にインターネットショップ開業にすぐにつながらない場合が多い。

３ー５ 商業課の事業評価と課題（インターネットショップ開業塾業務）

N
O. 事業内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度（４月～９

月）

目標 実績
当初予
算額
（千円）

決算額
（千円）

達成
度

（※）
目標 実績

当初予
算額
（千円）

決算額
（千円）

達成
度

（※）
目標 実績

当初予
算額
（千円）

決算額
（千円）

達成
度

（※）
目標

当初予
算額
（千円）

6 インターネットショップ開
業塾業務

受講者総合
満足度
９０％以上

87.0% 2,000 2,000 A
受講者総
合満足度
９０％以上

95.6% 2,000 2,000 A
受講者総合
満足度
９０％以上

95.6% 2,000 2,000 A
受講者総合
満足度
９０％以上

2,000

中小企業振興 例第９ 該 項目

1 3 7 8 10

※ 「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満
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３ー６ 商業課の事業評価と課題（キャッシュレス決済ポイント還元事業）

７ キャッシュレス決済ポイント還元事業（Ｒ５年単年度事業）

事業概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、市民生活
の一助及び市内経済活性化を図ることを目的とする。

方針の位置づけ
Ⅱ個店支援の拡充 Ⅲ新しい業態との連携

事業全体のねらい・評価
本事業の実施により、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事
業者に対する生活支援となるとともに、消費の促進、キャッシュレス決済の普及、地域経済
の活性化につながる。

事業の課題
国交金を活用した単年度事業であり、事業効果が高いと考えるが市単独予算では実施す
ることは費用の捻出が困難である。

N
O
.

事業内容

令和３年度 令和４年度 令和５年度
令和６年度（４月～９

月）

目標 実績
当初予算
額

（千円）

決算
額
（千
 ）

達成
度
（評
 ）

目標 実績
当初予算
額

（千円）

決算額
（千 ）

達成度
（評 ） 目標 実績

当初予算
額

（千円）

決算額
（千 ）

達成度※
２

（※２）
目標

当初予算
額

（千円）

7

(国交付金物価高騰対策関係：
電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援地方交付金
１００％活用）
キャッシュレス決済ポイント還元
事業

ポイント還元額目標
1,500,000,000円
（執行率100％）

1,421,648,532円
（執行率95％） 1,600,000 1,512,676 B

中小企業振興 例第９ 該 項目

1 3 4 7 8 10

※ 「Ａ」＝１００％、「Ｂ」＝８０％以上１００％未満、「Ｃ」＝５０％以上８０％未満、「Ｄ」＝５０％未満
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４ 東大阪市の商業を取り巻く状況（事業所数・従業者数等）

全国的な傾向と同じく、東大阪市でも少子高齢化・人口減少が進んでいる。

東大阪市の業種別事業所数・従業者数は２０１６年から２０２１年までの間に事業所は８，３９３から７，
５３８事業所と８５５事業所が減少しており、率としておよそ１０％減少している。一方で、従業者数に
ついては、6９,９0４人から6９,166人で７３8人の減少、率にして１％の減少となっていることから、
比較的小規模な店舗が減っていると推測される。

令和２年・３年度はコロナ禍であったが、行政のコロナ対策に関する飲食店支援等もあり、市内飲食
店の新規開業件数が廃業件数を上回ったと考えられる。その後、令和４年度は、廃業件数が新規開業
件数を若干上回ったが、令和５年度では新規開業件数が廃業件数をやや上回った。

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度
新規開業
（営業許可数）

６３５ ５７０ ４９６ ５１４

廃業 ５９０ ４７２ ５０１ ４９１
出典：「東大阪市地域経済白書 ２０２３年度版

市内飲食店新規開業（営業許可）数及び廃業数（令和2年度～令和5年度）市商業課調べ

本市の人口と高齢化率 （令和６年６月末現在） 市統計より
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４ー１ 東大阪市の商業を取り巻く状況（消費者の購買行動）

出典：国 令和４年度第４回 消費生活意識調査より 出典：国 家計消費状況調査 ２０２４年６月より

2０23年度

全国・地方・都市階級別 特定の財（商品）・
サービスの1世帯当たり1か月間の支出（総
世帯）（総務省 2０24年８月資料より）

７5,７52

〇国民の一世帯当たりの財・サービス1か月間の支出平均額（円）〇国民の日常における商品の購入先調査

※「ネットショッピングの支出額」は、全ての世帯（ネットショッピングを利用す
る世帯と利用しない世帯を含む）についての平均的なネットショッピングの支
出額を表している。
一方で、「ネットショッピング利用1世帯当たりの支出額」は、ネットショッピング
を利用した世帯だけについての平均的な支出額を示している。

国民の購買行動においては、スーパーやコンビニ等での購買が多く、最近ではネットショッピングでの購
買が進んでいる。
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本市：市内中小企業動向調査（令和６年４月～６月）

※ＤＩとは、好況（増加、上昇、好転）と回答した企業の比率から不況（減少、下降、悪
化）と回答した企業の比率を引いた数値であり、判断の目安となる指数である。売
上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景気感の相対
的な広がりを意味する。

【非製造業のその他の指標】
〇「受注額」ＤＩ（前年同期比）は、前回
調査より２ポイント減少の（－）２1

〇非製造業の「生産・売上額」ＤＩ（前年
同期比）は、1ポイント減少の（－）２４

〇「収益状況」ＤＩ（前年同期比）は、6ポ
イント減少の（－）３５

〇「来期の見通し（令和6年７月～９月
期）」ＤＩ（前年同期比）は、２ポイント減
少の（－）２７

〇「来々期の見通し（令和6年１０月～１
２月期）」ＤＩ（前年同期比）は、1ポイン
ト減少の（－）２6

◎今後の景況に影響を与える要因で
は、「個人消費の動向」が３8％（前回よ
り５％増加）と最も高く、次に「内需の
動向」３２％（前回より３％増加）が高く、
「原油価格」「人材の確保」２8％（順に
前回より1％減少、２％減少）と続いた。

４ー２ 東大阪市の商業を取り巻く状況（本市の景況感）

◎非製造業の景況感は引き続き悪い状況となっている。
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４ー３ 東大阪市の商業を取り巻く状況（商業集積地の店舗数）

商業集積地における店舗数は長期的な推移として減少傾向は続いており、２0２４年度においても継
続していると想定されるが、２01４年から２01９年を比較すると商店数が増加している集積地も一定
数あり地域差がある。

出典：「東大阪市地域経済白書 ２０２３年度版」
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（本市商業を取り巻く状況・まとめ）
全体として、本市の商業者・商業集積地にとっては厳しい状況が続いていると考えら
れる。
地方都市における商業分野の伸び悩みについては、国全体における課題である少子
高齢化・人口減少等の社会問題と相まって厳しい状況が今後も続くと見込まれる。社会
的な問題と密接にかかわっている故に、短期的な解決が難しい問題が多い。
消費者の購買行動としては、引き続き大型スーパーやコンビニエンスストアの利用が
続いており、今後もこの傾向は継続すると想定される。また、最近の傾向としてネット
ショッピングの利用者及び利用額が増加しており、今後もこの傾向は拡大していくと想
定される。
一方で、東大阪市の立地は大都市圏の一部を構成しており、人口減少が続いていると
はいえ、まだまだ人口規模も多く、活力がある商業集積地も多い。
個店においては業態によっては需要が高い地域も存在し、新たなビジネスチャンスも
期待できる。また、昨今の個店では、ＳＮＳ等の情報発信によって、個店そのもので集客
ができる店舗も存在しており、情報の発信を工夫することによって個店におけるビジ
ネスチャンスは広がっている。
商業集積地では、地域における新しい役割や、消費者の消費行動の変化を見極め対
応を行うことで、新たな役割や地域のにぎわいの創出につなげられる余地があると考
える。

４ー４ 東大阪市の商業を取り巻く状況（まとめ）
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５ 商店街実地調査結果（調査の概要、Ｗｅｂ活用等）

【商店街実地調査概要】

〇調査の目的
本調査は、東大阪市内商店街団体の代表者に商店街の現状と今後の要望を聞き取り、現状把握を行
う目的として実施

〇調査対象 〇調査方法
本市の商店街組合・商店会の代表者 商業課職員が代表者に直接聞き取り

〇調査時期 〇回答状況
令和6年5月～９月 ５１団体／５６団体（商業課把握団体）

（説明）
商店街におけるＷｅｂ・ＳＮＳ
アカウントを導入している団体は
少ないが、布施のように連合で
アカウントを持って発信している
ところもある。
Ｗｅｂ・ＳＮＳを実施していない理由
としては、発信しても見る人が少ない、
そもそも商店街として発信するネタ
がないという意見もあった。
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５ー１ 商店街実地調査結果（商店街の共同設備）

（説明）
街路灯については、８８％の団体が設置しており、その内８９％の
団体でＬＥＤ化済みである。
防犯カメラについても、７１％の団体が設置しており、犯罪等の捜
査のため頻繁に警察からの捜査の協力依頼があるとの話をする団
体も多数あった。
商店街では、まちを明るくすることや防犯カメラの設置によって、
地域の治安維持に重要な役割を担っていると言える。
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５－２ 商店街実地調査結果（景況感等）

（説明）
昨今の景況感については、良いが２１％、悪いが５５％、不変が
６％となっており、半数以上で景気が良くない結果となっている。
また、コロナ前と比較した来訪者については、増加が１４％、不変１
９％、減少が５５％となっており、コロナ禍以前のにぎわいには
戻っていない地域が半数以上となっている。
外国人来訪者については、最近増加しているが２１％、不変が６
５％、減少が６％となっており、インバウンド客は多くないようであ
る。一方で、地元に住んでいる外国人は時々買い物に来る他、外国
人が自国向けの店舗を商店街にひらいたりという状況も聞き取り
の中ではあった。
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５－３ 商店街実地調査結果（大学等との連携・ターゲット層）

（説明）
大学との連携については、有が２５％、無が７３％となっているが、13団
体は大学と連携した取り組みを実施していることになる。連携内容として
は、大学生にＳＮＳの運用や発信を依頼している、イベント時に出展や運営
等の協力をしてもらっている、商店街における調査に協力している等が主
であった。また、大学に近い団体では大学生が活動できる店舗を用意して、
大学生がチャレンジショップを展開できる応援をしているという団体も
あった。ＮＰＯ団体との連携については、ほとんど実施していないが、商店
街の中にＮＰＯ団体がいるので連携している等の回答があった。市以外の
団体からの支援については、ほとんどの団体は無となっているが、大阪府
の支援事業等を活用している団体は複数ある。
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５－４ 商店街実地調査結果（商店街の特色・名物）

（説明）
商店街としてのターゲットは、地元住民が２９％、高齢者２４％、学生
６％となっている。特に高齢者層を対象にしている団体においては、
高齢化・人口減少といった社会問題の進展に合わせて、その衰退が進
んでいくと考えられる。
また、地域外からの消費者をターゲットにしている団体はないこと
から、インバウンド等の消費も限定的と考えられる。

（説明）
商店街の特色のある取り組みについ
ては、有が２７％で、内容としてはイベ
ントや大学との連携、マスコットキャラ、
売り出し、猫の保護活動等であった。
商店街の名物については、有が１
４％で、内容としては飲食店や土産物
屋、マスコットキャラ等であったが、地
元の名産品はほとんどの商店街では
ないと考えられる。
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５－５ 商店街実地調査結果（商店街としての課題）

【説明】
商店街の課題としては、ほとんどの団体で課題を抱えている。回答が多い順に見ていくと、「役員後継者不足」「会
員減少」「イベント実施困難」「施設店舗老朽化」「客数減少」「空き店舗の増加」「街路灯維持のみの団体となってい
る」「役員高齢化」「街路灯の撤去が困難」「チェーン店・住宅増加」「商店街組織の維持のみの団体となっている」「自
転車問題」となっている。これらの課題については、現商業活性化方針の策定時においても同様の課題が上がって
いる。
グループ分けすると、団体内部の問題として、役員の高齢化、役員後継者不足でイベント実施が困難になっている。
また、施設店舗の老朽化や空き店舗が増加し、客数の減少、会員減少につながっている。その結果、組織力が低下、
団体の商業集積地の魅力の低下につながっていると考えられる。結果、団体としては、組織を維持することで精
いっぱいになり、解散を考えている団体においては、街路灯の撤去も困難な状況になっていると考えらえる。
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５－６ 商店街実地調査結果（行政に希望する支援）

【説明】
行政に実施してほしい支援では、８０％の団体からの希望があった。その中身については、一番多いのは共同施設の補助金等の増額という内容である。
ただし、内容としては今後、街路灯や防犯カメラの設置や更新を考えているので補助を増額してもらいたいというものと、商店街として解散を見据えた中
で、街路灯等の撤去に関する費用負担が捻出できないので、補助を上乗せしてほしいというものがある。特に撤去に関する増額の方が件数が多い。また、
昨今の暑熱の問題から、共同施設の補助対象にミストも入れてもらいたいとの要望も数件あった。
次ににぎわいづくりの補助金増額、補助回数の増加を希望する団体が多いが、これは現状においてもイベント実施している団体で、今後もイベント等を
拡大していきたい団体からの要望となっている。自団体でイベント実施が難しい団体は、市によるにぎわい創出を希望されている割合が多い。
情報連携については、大型店等の出店情報等、商店街に影響が出る情報を早く共有してもらいたいという希望があった。次には空き店舗の解消に関す
るもので、空き店舗の情報提供や現状の補助事業の対象を拡充してほしいという希望があった。また、将来的に解散を考えている団体では、街路灯を撤
去するのではなく、地域に移管するなど存続を検討してもらいたい等の希望や駐輪場が少ないので駐輪場を整備してもらいたい等の希望、市における商
店街の広報や大学連携したいが、その間を市で取りもってほしい等の意見があった。その他は、個店の支援や市全体プレミアム商品券事業を実施してもら
いたい、近鉄南大阪線近辺では近鉄を高架化してもらいたいとの意見が続く。
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６ 次期東大阪市商業活性化方針にむけて

次回の商業部会に向けて

①現状の商業課の事務事業における事業全体の評価（指標を含む）について

事業の必要性、有効性（実績）、効率性、持続可能性、市域波及効果等を総合
的に勘案等

②令和７年度の予算の方向性

③新方針に向けて、新しい方向性・考え方、既存の方向性の見直しについて

④現状の商業環境の課題に対する対策について


